
令和６年度山形県道路空間３次元点群データプラットフォーム導入業務委託 

公募型プロポーザル募集要領 

 

１ 目的 

この要領は、山形県道路空間３次元点群データプラットフォーム導入業務の委託契約につい

て、公募型プロポーザル方式による企画提案の募集に必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 委託業務に関する事項 

（１）業務の名称 山形県道路空間３次元点群データプラットフォーム導入業務委託 

 （２）業務の内容 業務委託仕様書による 

 （３）委託の期間 契約の日から令和 7年 3 月 31 日まで 

 （４）提案上限額 81,000 千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 応募資格に関する事項 

応募の資格は、以下の項目のすべての要件を満たす単独事業者又は複数の企業で構成する共

同企業体（以下「共同企業体」という。）とする。 

（１）単独事業者 

  ①山形県内に事業所（本店、支店又は営業所）を有すること。 

②地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該当しない者及

び同条第２項の規定に基づく山形県の入札参加の制限を受けていない者であること。 

  ③申請日において、山形県税（山形県税に附帯する税外収入を含む。）及び消費税を滞納し

ていないこと。 

  ④雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入している者（加入する義務のない

者を除く。）。 

  ⑤１年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 

  ⑥山形県競争入札参加資格者指名停止要綱（平成 15 年４月１日施行）に基づく指名停止措

置を受けていないこと。 

  ⑦山形県財務規則（昭和 39 年３月県規則第９号。以下「規則」という。）第 125 条第５項の

競争入札参加者名簿（様式第 104 号によるものに限る。）に登載されていること。 

  ⑧山形県暴力団排除条例（平成 23 年８月１日施行）の規定により、次のいずれにも該当し

ないものであること。 

   イ 役員等（参加者が個人である場合にはその者を、参加者が法人である場合にはその役

員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規

定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を

経過しない者（以下「暴力団員等」という。）であること。 

   ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。 

   ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加



える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。 

   ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。 

   ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。 

⑨会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に

基づく構成又は再生手続きを行っていないこと。 

⑩過去５年以内に本業務と同種業務（同種システムの構築業務若しくは、３次元点群データ

を利用した設計業務等）を国、都道府県又は市町村から受託した実績を有する者であるこ

と 

（２）共同企業体 

  ①各構成員が（１）①から⑨に掲げるすべての項目を満たしているものであり、そのうち、

１構成員を代表者とすること。代表者は（１）⑩の条件を満たすこと。 

  ②各構成員が、本企画提案に参加する単独事業者又は他の企業体の構成員ではないこと。 

  ③共同企業体において、代表者との委託契約（県との関係においては再委託に該当）により

業務を実施すること。この場合、業務全体の進行管理及び取りまとめ等は代表者の責任に

おいて行うものとする。 

（３）失格事項 

  次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格とする。 

  ①この要項に定めた資格・要件が備わっていないとき。 

  ②提出書類の提出期限までに所定の書類が整わなかったとき。 

  ③提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど適合しないとき。 

  ④提出書類に虚偽又は不正があったとき。 

  ⑤見積金額が県の提示する提案上限額を上回るとき。 

 

４ 企画提案に対する評価基準等 

（１）審査は、山形県が設置する「山形県道路空間３次元点群データプラットフォーム導入業

務委託に係る公募型プロポーザル方式による企画提案選定委員会」（以下「委員会」とい

う。）において、企画提案書を審査する。その際、提案者によるプレゼンテーションを行

うものとする。 

（２）評価は以下の審査項目により行う。なお、審査項目毎の配点及び審査の視点については、

別添「企画提案審査基準」を確認すること。 

①業務計画 

②プラットフォームの運用 

③３次元点群データの利活用 

 

 

 

 

 



５ 企画提案書等に関する事項 

 （１）企画提案参加申込書の提出 

   当公募への参加を希望する者は、期限まで下記のとおり提出すること。 

  ①提出書類 

   企画提案参加申込書（様式１－１） 

  ②提出方法 郵送又は持参すること 

・持参の場合は、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日、

日曜日及び土曜日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までの間を除く）

に提出先に持参すること。 

・郵送の場合は、簡易書留郵便等の確実な方法に限り、提出期限必着とする。 

  ＜添付書類＞ 

   共同企業体にあっては、様式第１－２号に加え、すべての構成員について様式第１－３号

を提出すること。  

＜再委託がある場合＞  

再委託事業者の事業者概要書（様式第２－１号）：１部 

 

  ③提出期限 令和６年４月１５日（月）17 時まで 

  ④公募参加資格要件の審査及び通知 

   企画提案参加申込書及び参加資格要件に係る申請書を受理した際は、参加資格の審査結

果（適合又は不適合）を令和６年４月１９日（金）までに文書により通知する。 

   参加資格について不適合の通知を受けた者は、当公募へ参加することができない。なお、

不適合の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して 5日以内に、書面により参加資

格がないと判断された理由について説明を求めることができる。 

 （２）企画提案書の提出 

前項の審査の結果、適合の通知を受けた者は、以下のとおり企画提案書等の提出書類を期

限までに提出することができる。 

①提出書類 

 ・企画提案書（提案書に記載する内容については企画提案作成要領を参照。） 

 ・見積書（当該業務に要する経費及び、運用コスト（算出根拠含む）） 

②提出部数 

 正本１部及び記名、押印のない副本３部を提出する。 

③提出方法 上記（１）②に同じ。 

   ④提出期限 令和６年５月１０日（金）１７時まで 

６ 提出先及び問合せ先 

  山形県県土整備部道路保全課 管理調整担当 

  〒990-8570 山形市松波二丁目８番１号 

  電話 023-630-2604 FAX023-630-2603 

  Mail:山形県掲載ホームページ一番下「この記事に対するお問い合わせ」の E-mail 部分より

リンクを開いてください。 



 

７ 企画提案書等に関する質問 

 （１）質問方法 

   企画提案書の作成に係る質問等は、質問書（様式４）を作成し、原則電子メールにて行う

ものとし、件名を「【質問】山形県道路空間３次元点群データプラットフォーム導入業務」

として、６提出先及び問合せ先まで提出すること。 

 （２）質問期限 

   令和６年４月１９日（金）１７時まで 

 （３）質問等への回答 

   令和６年４月２４日（水）までに応募があった全社に対し電子メールにより回答する。た

だし、独自提案等に関する質問については、当該質問者のみへの回答とする。 

 

８ 失格事由 

  次のいずれかに該当するとき、その者の提案は無効とする。 

 （１）提案に参加する資格のない者が提案したとき。 

 （２）所定の日時及び場所に提出書類を提出しないとき。 

 （３）提案に関して談合などの不正行為、参加に際して事実に反する申込みや提案などの不正

行為があったとき。 

 （４）提案者が他者の提案の代理をしたとき。 

 （５）審査委員会の委員又は担当部局職員に対して、直接又は間接的に本公募に関して援助を

求めたとき。 

 

９ 最優秀提案者の決定方法 

 （１）山形県道路空間３次元点群データプラットフォーム導入業務に係る公募型プロポーザル

方式による企画提案選定委員会（以下「選定委員会」という。）における審査により、選

定委員の評価点の合算が最高点の者を、最優秀提案者として選定する。また、必要に応じ

次点者を選定する。 

 （２）提案者が１者のみの場合も、選定委員の評価結果により、提案の内容について契約の目

的を十分に達成できるものであると判断できるときは、当該者を最優秀提案者として選

定する。 

 （３）プレゼンテーションの日時・場所等については、各参加者に対し別途書面にて通知する。 

 （４）提案者がない場合は、一旦プロポーザルの実施を中止し、業務の内容等について再検討

のうえ、改めて公募を行うこととする。 

 

10 契約手続き 

 （１）審査結果に基づき、最優秀提案者と業務委託契約の締結に係る手続きを行う。 

 （２）提案書及び仕様書に記載され、審査で評価した項目については、原則として契約時の仕

様書に反映するものとし、詳細については県との協議により決定する。この場合、内容や

金額等について変更が生じる場合がある。 



 （３）最優秀提案者と業務委託契約条件等で合意に至らなかった場合、又は最優秀提案者が応

募に関する事項の失格事項に該当し、失格することが後日判明した場合は、契約手続きは

行わない。この場合、次点者と業務委託契約の締結に向けた手続きを行うことがある。 

 （４）契約にあたっては、別途契約書を取り交わすこととする。 

 （５）委託業務に係る契約手続き等は、「６提出先及び問合せ先」に定める担当にて行う。 

 

11 全体スケジュール 

  ・企画提案募集開始      令和６年 ４月 ４日（木） 

  ・参加申込書提出期限     令和６年 ４月１５日（月） 

  ・参加資格の審査結果通知   令和６年 ４月１９日（金） 

  ・質問受付期限        令和６年 ４月１９日（金） 

・企画提案提出期限      令和６年 ５月１０日（金） 

  ・企画提案プレゼンテーション 令和６年 ５月 中旬（別途通知） 

  ・評価結果通知        令和６年 ５月 下旬（別途通知） 

  ・見積り合わせ        令和６年 ５月 下旬 

  ・契約予定日         令和６年 ５月 下旬 

 

12 その他 

 （１）提出書類の作成・提出及びプレゼンテーション等の提案に要する経費は、全て応募者の

負担とする。 

 （２）提出のあった企画提案書については返却しない。 

 （３）企画提案参加申込書又は企画提案書の提出後、当公募への参加を辞退する場合は、書面

により速やかに担当へ通知すること。 

 


